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１．策定の背景
本県では、平成１８年４月に、一人ひとりの職員が

求められる人財へと成長するための道しるべとして、
「千葉県人財開発基本方針」を策定し、職員の能力開発
に取り組んできましたが、近年、社会情勢や本県を
取り巻く状況が著しく変化しています。
１ 社会情勢の変化による人材確保への影響

若者人口の減少等に伴い、国や他の地方公共団体、
民間企業との採用競合が激しくなっており、この傾向
は更に加速していくと考えられ、本県においても職員
採用試験の受験者数は年々減少傾向にあり、令和５年
度は令和元年度と比較して約30％減少しています。
また、人材の流動化が進む中で、本県においても

定年前に退職する職員が増加傾向にあります。
２ 行政に求められる能力の変化

行政課題の複雑・多様化に伴い、職員に求められる
能力等の変化や、デジタル人材をはじめとした専門
人材の育成・確保、定年引上げ等に伴い、より一層、
計画的な人材育成の必要性が高まっています。
３ 働き手の意識変化

官民問わず、仕事に対する価値観、組織に期待する
ことなど、働く環境への意識が変化しており、職員が
やりがい・成長実感を得られる取組や、多様な働き方
を受け入れる職場環境の整備等が求められています。

今後も人材の確保が難しい状況が続けば、公務を
支える職員が質・量ともに不足し、組織パフォーマンス
が低下して県民の命とくらしを守る行政サービスの維持
も困難となることが懸念されます。
こうした情勢等を踏まえ、職員の育成、確保、職場

環境の整備を計画的・一体的に進めることが重要である
ことから、人材にかかる総合的な方針として、本方針を
策定しました。

職員一人ひとりが成長を実感でき、安心して能力や
意欲を最大限に発揮し、千葉県総合計画に掲げる
基本理念の実現に向けて一丸になって向かっていける、
そのような県庁を目指していきます。
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※「職員のエンゲージメントに関するアンケート」調査の概要
１ 趣旨：「個々の能力と意欲を最大限に引き出し、職員一人ひとりが誇り

を持って生き生きと働ける環境づくり（千葉県行財政改革
計画）」や「職員が安心して能力を発揮できる仕組みの構築の
ために職員の意識やニーズを把握する。

２ 対象者数：約１３，０００名（警察本部及び県立学校等の教員を除く
一般職の常勤職員及び再任用職員）

３ 有効回答数：１，９２５名
４ 実施時期：令和６年３月１日（金）～３月１８日（月）
５ 実施方法：庁内アンケートシステム（匿名回答）
６ 調査内容：① 意識調査 ② 重要視するもの ③ エンゲージメントの

向上に向けた具体的な取組

－参考－

（１）職員採用試験（競争試験）実施状況

（２）職員の離職（定年前退職）状況（知事部局）

（３）千葉県職員の働く意識
（職員のエンゲージメントに関するアンケート調査※結果）
組織体制や人間関係、業務への取り組み方、社会貢献など、33項目

から「仕事へのやりがい・働きがいを感じ、意欲を持って働く」ため
に重要だと考えるものを5項目以内で選択。割合は当該項目を選択した
回答者数/全回答者数。上位５項目は下記のとおり。
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２．方針の基本的な考え方
本方針は「千葉県総合計画に掲げる基本理念」の実現に

向けて、必要となる人的資源を育成・確保・定着する
ために策定するものであり、本方針の基本的な考え方は
次のとおりです。

多様なバックグラウンドを持つ、有為な人材を積極的に
採用・育成し、さらに職員一人ひとりが安心して能力や
意欲を最大限に発揮できる環境を整備する

ここで「働きたい」「働き続けたい」千葉県庁を目指して

特に策定に当たっては、次の（１）～（４）を重要な
視点として位置付け、取組内容等にも反映しました。
（１）目指すべき職員像・組織風土、特に重点的に育成

する能力を明確化
（２）様々なライフステージにおいても、働き続け成長

できる職場づくり
（３）市町村との協働・共創による人材育成・確保施策

の実施
（４）総合計画、行財政改革指針及び行動計画などの

各中長期計画との連携、検証

また、採用、育成、評価・処遇、異動・任用といった
人事施策を本方針に基づき一体的に実施することで、
「人材育成」、「人材確保」、「職場環境の整備」の
取組への相乗効果を発揮させ、組織力向上を図ります。

（１）千葉県庁の「ミッション・ビジョン・バリュー」

（２）相乗効果による組織力向上

ミッション

ビジョン

バリュー

千葉県庁の役割・使命
⇒県民の福祉の増進（地方自治法）

千葉県が目指す姿
⇒千葉県総合計画の基本理念の実現

ミッション・ビジョン達成のために職員が
持つべき価値観やとるべき行動
⇒目指すべき職員像
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３．目指すべき職員像・組織風土

常に県民の視点に立ち、県民の命とくらしを守るとともに、豊かな県民生活を実現できる
「千葉の未来」を切り開いていく、という使命感と倫理観を持って、多様な主体と協働・
共創し、県民サービスの向上のために行動する

県民視点

社会や環境の変化に柔軟かつ速やかに対応できるよう、常に向上心を持ってインプットを
増やし、前例に捉われない柔軟な発想で果敢にチャレンジする

チャレンジ志向

一人ひとりの多様な強みを尊重して活かし、関係課が連携・協力することにより、チーム力
の向上に取り組む

チーム力

（１）目指すべき職員像
柔軟な発想で果敢にチャレンジするとともに、「千葉の未来」を切り開くという使命感と倫理観

を持って、一人ひとりの多様な強みを尊重して活かし、県民サービスの向上のために行動する

職員一人ひとりが持つ多様な視点や強みを尊重し、互いに関わり合い、影響を及ぼし合う
ことで力を最大限に発揮できる県庁

多様性を力に
変える県庁

職場全体として、職員を後押しし、誰もが失敗を恐れることなく果敢にチャレンジできる
県庁

チ ャ レ ン ジ
できる県庁

複雑・多様化する行政課題に対し、関係課が連携するとともに、市町村、民間企業、NPOなど
多様な主体とともに取り組む県庁

協働・共創する
県庁

（２）目指すべき組織風土

「千葉県総合計画に掲げる基本理念」の実現に向けて、県の役割や職員の使命を果たすために、
職員として常に意識すべき姿勢を「目指すべき職員像」としてまとめました。
また、職員一人ひとりが持つ力を最大限発揮できるよう、「目指すべき組織風土」を定めました。
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４．特に重点的に育成する能力
目指すべき職員像・組織風土の実現に向け、これから「特に重点的に育成する能力」を次のとおりと

しました。研修やＯＪＴ、自主学習等を通じてこれらの能力を育成していきます。

県民視点県民視点

チャレンジ志向チャレンジ志向

チーム力チーム力

目指すべき職員像

多様性を力に変える県庁多様性を力に変える県庁

チャレンジできる県庁チャレンジできる県庁

協働・共創する県庁協働・共創する県庁

目指すべき組織風土

目指す将来像を描き、その実現に向けて効果的な
企画を立て、実施できる力企画力

環境の変化に対し、柔軟かつ速やかに現在の事業や
手法を最適化できる力変える力

市町村、企業、県民、国･都道府県、庁内・所属内と
協働し、新たな価値を生み出す力協働・共創力

目的の達成や新たな取組の実施のために、あらゆる
資源を管理・運用し、効果を最大限に引き出す力マネジメント力

県民全体の奉仕者として、コンプライアンス意識や
県民の命とくらしを守るという心構えを持って、
必要な知識を身に付け、適切に業務を遂行する力

公務員力

特に重点的に育成する能力
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５．取組内容
（１）人材育成

①目指すべき職員像等の明示
計画的に必要な人材を育成するとともに、職員の

自発的な成長の促進のため、「目指すべき職員像」や
「職位ごとに求められる能力」を明確化し、職員全体
で共有します。（P４,５参照）

②体系的な人材育成の実施
職務分野、職位、専門性等に応じて、求められる

知識やスキルの習得・向上が効果的にできるよう、
計画的・体系的に人材育成を行います。

【特に優先的に取り組む事項】
a. 職務分野、職位及び専門性等に応じて求められる

知識やスキルを定義
b. 求められる知識やスキルの習得・向上に向けた

研修の整備・充実
c. 各職務分野における人材育成に関する方針等の

策定

ア 人材育成プログラムの整備

具体的には、デジタル技術を活用した研修などに
より最新の情報等を学び、社会情勢の変化にも柔軟に
対応できる能力を身に付けるとともに、外部への派遣
研修などを通じて、高度・専門的な知識やスキルの
習得・向上、幅広い視野の獲得を促します。
また、実践的な知識・技能の習得や他団体との

ネットワークづくりのため、合同研修や交流の場の
創出などを行います。

【特に優先的に取り組む事項】
a. 研修プラットフォーム※の活用による、職員ニーズ

に応じた科目や民間コンテンツ等の研修メニュー
充実と、いつでもどこでも学べる環境の提供

b. ＯＪＴを効果的に行うための支援の充実
c. 人事評価制度を通じた主体的な能力開発の促進
d. 高度・専門的な知識の習得のため、研修機関や

民間企業等への派遣研修など外部研修の活用
e. 民間企業や市町村との合同研修、現地に出向いて

学ぶ研修等の実施
f. 職員同士や市町村職員や大学・民間企業等の

関係者と情報交換できる場の提供

イ 人材育成手法の充実

①職員の成長に繋げる取組
目指すべき職員像に向けて、職員一人ひとりが成長

し、かつ、自身のキャリアビジョンも実現できるよう
様々な取組を行います。

※知識習得が中心の科目を集約し、職員がパソコン等から随時
これらを視聴して学ぶことができるもの
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５．取組内容
（１）人材育成
イ 人材育成手法の充実（つづき）

②主体的なキャリア形成のための取組の充実
職員が自身のキャリアビジョンを描けるよう、職務

分野ごとのキャリアパス等を示し、職員の主体的な
業務遂行、知識やスキルの習得・向上を促進する
とともに、自主的な学習の支援など、育成手法の充実
を図ります。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 職務分野ごとのキャリアパスの提示や、先輩職員

の体験談の発信など、職員の主体的なキャリア
形成への支援

b. 世代に応じて、自身の経験や強み、価値観等を
再確認し、今後のキャリア形成について考える
機会を提供

c. 自主的学習への相談援助や、職員参加による事業
提案、庁内副業など職員の自発的な取組を後押し
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５．取組内容

（１）人材育成

※職務分野ごとのキャリアパスについては、令和７年度以降できるだけ早い時期に策定し公表予定
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５．取組内容
（１）人材育成

①個々のニーズに対応した支援
個々の能力開発やキャリア形成のニーズにきめ

細やかに対応できるよう、庁内公募などの施策を活用
した人事配置や、人事評価等における上司との対話の
実施、効果的に対話を実施できる支援、職員のニーズ
に応じた研修メニューの充実など、職員一人ひとりに
寄り添った支援ができる施策の充実を図ります。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 複線型人事※の導入や、公募による業務従事制度の

拡充などの人事管理施策の充実
b. 人事評価等における対話の実施や、キャリア

プランの見える化など効果的な面談の支援、
キャリア相談窓口の設置など、ニーズを把握して
助言ができる施策の展開

c. 研修プラットフォームの活用による、職員ニーズ
に応じた科目や民間コンテンツ等の研修メニュー
充実と、いつでもどこでも学べる環境の提供

ウ 個々のニーズに対応した人材育成
②民間経験者等の活躍支援

前職という比較対象がある中途採用者だからこそ
戸惑う点やつまづきを解消し、円滑に公務職場に適応
し、培った経験を活かせるよう、経験を踏まえた処遇
や人事配置、能力や経験に応じた研修の実施、
メンター制度の活用など、その能力を十分発揮できる
取組を行います。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 公務員経験者や民間経験者など、採用時の能力・

専門性に応じた研修の実施
b. 採用前の意向確認等による能力・専門性、

キャリアビジョン等の十分な把握
c. 培ってきた経験を活かすとともに、今後の

キャリア形成も見据えた処遇や人事配置の実施

※幅広い分野で活躍する職員（ゼネラリスト）の他、高度な専門性
を有する職員（スペシャリスト）の育成・登用を進めるため、
特定の業務・分野を希望した職員に対して、選択した業務・分野
内での異動を基本とするもの
参照：地方公共団体における人材マネジメント推進のための

ガイドブック」（令和5年3月 総務省）
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人事交流、合同研修の実施など、市町村や民間企業等
と協働・共創し、新たな視点の獲得や価値の創造、相乗
効果も視野に入れた職員の人材育成に取り組みます。

５．取組内容
（１）人材育成

オ 市町村等との協働・共創による人材育成

エ 人を育てる人事管理 ③管理職員による職場内マネジメントの推進
職員の育成や意欲の向上を図るため、職場の

リーダーである管理職員は、自身の役割を十分に認識
し、人事評価における対話や日々のコミュニ
ケーションの中などで、職員の人材育成等に積極的に
関わり、職場内のマネジメントを推進します。
【特に優先的に取り組む事項】
a. マネジメント力向上のための計画的な研修の実施
b. 管理・監督職員マネジメント能力点検制度の効果

的な運用
c. 管理職員が十分能力を発揮できるよう、相談や

サポートなどの支援の実施

④デジタル技術を活用した人事業務運営
人事労務にかかるシステムなどを円滑に運用し、

採用・労務管理・人事配置・育成・人事評価などの
人事関連業務を効率的かつ効果的に行います。
また、研修プラットフォームの活用により、研修の

質と量の向上、受講機会の拡大、研修受講の可視化
など、職員のキャリア形成を支援します。

①意欲や能力・実績重視の人事配置
職員一人ひとりが意欲とやりがいをもって業務に

取り組み、成長に繋がるよう、意欲・能力・実績・
適性・希望等を十分考慮し、適材適所の人事配置を
行います。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 意向調査や人事評価面談などによる意欲・能力・

実績・適性、研修受講歴などのキャリア開発状況
の正確な把握

b. 職員の意欲・適性などのほか、人事評価の結果を
十分に活用するとともに、キャリアビジョンを
踏まえた適材適所の人事配置の実施

②「人事評価制度」の更なる活用
能力・業績を的確に把握し、結果を給与（昇給及び

勤勉手当）・処遇及び人事配置に活用するとともに、
制度の見直しを行い、更なる職員の意欲向上と組織の
活性化を図ります。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 能力・業績を的確に把握できる人事評価の実施
b. 十分で効果的な対話の実現や職員本人への適切な

フィードバックによる、評価者・被評価者双方が
納得できる評価制度の運用
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若者人口の減少等に伴い、国や他の地方公共団体、
民間企業との採用競合が激しくなっている中、
職員採用試験の受験者数は年々減少し、人材の確保が
難しい状況となっています。
公務運営に必要かつ多様で有為な人材を確保する

ためには、民間企業を志望する学生、転職を視野に
入れている社会人の方など、新たな受験者層を開拓し、
受験者の裾野を広げていくことや、受験者の事情など
に合わせた受験機会を提供することが重要です。

このため、人事委員会と連携して県職員として働く
ことの魅力を広く情報発信するとともに、多くの人が
受験しやすい試験方法の工夫や試験合格者への支援
などに取り組みます。

また、複雑かつ多様化する行政課題に対応するため、
専門的な知識・経験を有する外部人材も活用します。
さらに、市町村で採用が困難となっている職種に

ついて、市町村と連携して人材確保の取組を進めます。

５．取組内容
（２）人材確保

職員採用セミナーや千葉県職員しごとナビゲーター
制度等により、若手職員との交流機会を確保するなど、
希望者が知りたい情報が得られる機会の確保に取り組み
ます。

インターンシップ・キャリア実習は、職場での就業
体験を通じて、県で働くことの魅力、やりがい等を学生
に伝える機会であるため、積極的な受け入れを実施
します。

ア 積極的な情報発信

イ 多様な試験方法の工夫

年々変化する採用環境に対応し、多様で有為な人材を
確保するため、多くの人が受験しやすい試験方式を
検討・実施します。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 試験科目の見直し（特別な試験対策が必要な科目の

廃止等）
b. 受験資格の緩和（受験年齢の見直し等）
c. 試験日程の変更（日程の早期化等）
d. 試験会場の管外設置（県外での実施、テスト

センター活用等）
e. オンライン試験の活用（SPIの活用等）

多くの方に本県の魅力や強み、県職員の仕事内容や
やりがいを伝え、本県で働こうという意欲につなげる
ため、ホームページ、SNS、説明会、学校訪問など、様々
な機会や手段を通じて広く情報発信します。
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多様で有為な人材の確保という観点から、新卒者に
限らず、経験者採用による多様な経験や知識・技能・
専門性を有する人材の確保にも積極的に取り組み、
実施職種の拡大や試験方法の見直し等を実施します。

育児や介護等の事情により退職した職員の再採用選考
（復職制度）の実施により、職務経験が豊富な職員の
確保に取り組みます。

５．取組内容

ウ 多様な人材の確保

（２）人材確保

採用試験の合格者が入庁への不安を軽減できるよう、
「内定者の集い」の開催等により、内定者同士の仲間
意識の醸成や入庁意欲の向上を図るとともに、「しごと
ナビゲーター制度」等により気軽に相談できる場を確保
します。

さらに、自己研鑽を促進する取組として、採用前の
任意研修の機会を提供します。

採用後も、メンター制度等により新規採用職員が円滑
に職場や業務に適応し、その能力が発揮できるよう
サポートするなど、丁寧なフォロー体制により定着への
支援を行います。

エ 試験合格者への支援

専門的な知識・経験を有する人材を、県の課題や
ニーズ、及び業務の性質等を踏まえた上で、副業人材や
任期付職員など、適切な手段で確保します。
さらに、受入れ効果を最大化させるため、外部人材

から指導・助言を得る研修やコミュニケーションの機会
を設けるなど、職員の知識・技能を高める取組を実施
します。

オ 外部人材の活用

カ 市町村と連携した人材の確保

市町村と連携し、広域での確保策を検討するなど、
市町村における専門人材の確保に取り組みます。
採用が困難となっている職種について、市町村の

ニーズ等を踏まえたうえで、県において必要な人材を
計画的に採用し、一定の職務経験のある職員を市町村へ
派遣する取組を実施します。
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育児・介護など様々な事情を持つ職員も含め、全て
の人材が活躍できるよう、職員一人ひとりがライフ
ステージの変化に応じて、安心してその能力を最大限
に発揮できる職場環境づくりに取り組みます。

①ワーク・ライフ・バランスの実現
フレックスタイム制やテレワーク（ワーケーション

を含む）の活用等により、職員一人ひとりに対応した
多様で柔軟な働き方の推進に取り組むとともに、時間
外勤務の縮減、各種休暇や育児休業の取得促進等に
より、仕事と家庭の両立を図ります。
【特に優先的に取り組む事項】
a. フレックスタイム制や時差出勤、各種休暇・休業

制度を活用しやすい環境づくりの推進
b. テレワークやワーケーションを実施しやすい環境

づくりの推進
c. 定時退庁しやすい環境づくりの推進
d. 年次休暇等の計画的取得及び連続取得の促進
e. 育児休業の取得促進

５．取組内容

ア 多様な人材の活躍を可能にする職場づくり

（３）職員一人ひとりが安心して能力を発揮できる職場環境の整備 【ウェルビーイングの向上】

②職員の健康管理・ハラスメント対策
長時間勤務者の適正な把握や医師による面接指導、

メンタルヘルス対策に積極的に取り組むとともに、
ハラスメント防止措置の実効性を確保し、安心して
職務に専念できる職場環境を整えます。
【特に優先的に取り組む事項】
a. 職員本人のストレスへの気づきとセルフケア支援
b. ライン（管理監督者）によるケアを強化するため、

管理監督者への研修を実施
c. パワハラ等ハラスメント防止に向けた職員研修の

実施、意識啓発の対策強化、相談窓口の充実
d. カスタマーハラスメント対応マニュアルに基づく、

組織的対応の実施
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５．取組内容

イ 職員一人ひとりが働きやすく、働きがいのある職場の
風土づくり

（３）職員一人ひとりが安心して能力を発揮できる職場環境の整備【ウェルビーイングの向上】

多様な人材が意欲・やりがい・成長実感を持って
十分に能力を発揮できる職場、職員の自発的な
キャリア形成や新たなチャレンジを応援する職場で
あるために、風通しが良く、職員が相談・発言・
行動しやすい職場の風土づくりを進めます。
【特に優先的に取り組む事項】
a. メンター制度等による、職員が相談しやすい制度

づくり
b. 所属や業務の垣根を越えた提案や議論の場の創出
c. 庁内副業など、専門性・経験等を活かした自主的

な取組による意欲向上や組織の活性化を目的と
した制度の充実

d. 先輩職員等の仕事のノウハウを共有・継承する
仕組みづくり

e. 所属や業務の垣根を越えた「横・縦・斜めの仲間
づくり」

f. コミュニケーション活性化につながるフリー
アドレス導入などのオフィス改革の推進

ウ 職員のエンゲージメントの把握

「職員のエンゲージメント」を把握し、組織の
健全化、組織力の向上、個人の意欲向上、人材の定着
につなげることが重要なため、定期的に職員の
エンゲージメントに関する調査を実施し、結果を検証
して取組の改善を図ります。
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６．推進体制、検証

（２）検証
全庁で組織する会議等へ取組等を報告するとともに、

エンゲージメント調査の結果等も踏まえ、取組の
検証・改善を行っていきます。

（１）推進体制
職員の人材育成を計画的・効果的に推進するには

「職員」「所属」「関係部門（人事・育成・職場
環境整備）」がそれぞれ果たすべき役割を認識し、
既存の業務・所掌に囚われずに相互に協働して
取り組むことが必要です。
そうした取組を実現することで、マネジメントの

好循環を生み、より高い成果が得られ、ひいては
県民サービスの向上につながっていきます。

ア 職員
○ 常に県民視点に立ち、県職員としての使命感と
倫理観を持つとともに、自身の役割を認識し、
多様な主体とともに公正かつ誠実に日々の業務に
取り組みます。

○ 常に向上心を持って知見を広げ、柔軟な発想で
果敢にチャレンジし、社会や環境の変化に柔軟
かつ速やかに対応します。

イ 職場（所属長、人事評価者、上司、同僚等）
○ 日々の業務・コミュニケーションを通して部下
の資質・能力を理解しながら指導・助言を行い、
部下の能力を高めます。

○ 管理監督者は自ら率先してチャレンジすると
ともに、職場として、職員のチャレンジを後押し
し、誰もがチャレンジできる職場づくりに取り
組みます。

○ 職位に関係なく積極的にコミュニケーションを
図るとともに、特に所属長、人事評価者等管理
監督者が率先して風通しの良い職場づくりに
取り組みます。

ウ 関係部門（育成、人事、確保、職場環境整備）
○ 「目指すべき職員像」「目指すべき組織風土」
の実現に向け、連携して取り組みます。

○ 全庁で組織する会議等において、各部門や所属
における取組内容の共有や検討等を行うなど、
各施策の推進を図ります。
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